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相
談
会
開
催
の
お
知
ら

せ

『
お
い
で
ま
せ
！
山
口

国
体
』・『
お
い
で
ま

せ
！
山
口
大
会
』
開
催

に
係
る
お
願
い

敬
老
祝
金
の
支
給
に
つ

い
て

お
子
さ
ん
の
発
達
や
行
動
、
ま

た
は
教
育
（
学
習
・
就
学
・
進
路
）

等
に
つ
い
て
お
悩
み
や
ご
相
談
が

あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

《
教
育
相
談
会
》

日　

時　

10
月
27
日
木
・
28
日
金

９
時
〜
16
時

場　

所　

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

対　

象　

保
育
園
・
幼
稚
園
（
年

長
児
）、
小
・
中
学
校
児
童
生

徒
相
談
担
当
者　

小
児
科
医
師
、
特

別
支
援
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
、
家
庭
相
談
員
等

※
詳
し
い
内
容
等
に
つ
い
て
は
、

後
日
保
育
園
・
幼
稚
園
、
学
校

を
通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

学
校
教
育
課

〔
☎
０
８
３
７(

52)

１
１
１
８
〕

『
お
い
で
ま
せ
！
山
口
国
体
』

の
総
合
開
・
閉
会
式
及
び
『
お
い

で
ま
せ
！
山
口
大
会
（
全
国
障
害

者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
）』
の
開
・
閉
会

式
開
催
に
伴
い
、
山
口
市
維
新
百

年
記
念
公
園
周
辺
道
路
の一
部
で
、

交
通
規
制
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

山
口
市
内
へ
お
立
ち
寄
り
の
際

は
、
迂
回
や
マ
イ
カ
ー
利
用
の
自

粛
及
び
公
共
交
通
機
関
の
利
用
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

な
お
、
交
通
規
制
実
施
区
間
周

辺
を
通
行
す
る
際
は
、
警
察
官
・

警
備
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ

い
。

毎
年
、
敬
老
の
日
に
ち
な
み
人

生
の
節
目
の
年
を
お
祝
い
す
る
趣

旨
で
次
の
資
格
要
件
を
満
た
さ
れ

る
人
に
、
敬
老
祝
金
を
お
贈
り
し

て
い
ま
す
。
今
年
の
対
象
者
に
は

お
知
ら
せ
の
は
が
き
を
お
送
り
し

ま
す
。

受
け
取
り
の
方
法
な
ど
に
つ
い

て
は
、
は
が
き
に
よ
り
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。

敬
老
祝
金
の
支
給
要
件

毎
年
９
月
15
日
現
在
、
次
に
掲

げ
る
年
齢
の
人
で
、
１
年
以
上

継
続
し
て
市
内
に
居
住
し
て
い

る
人

「
お
い
で
ま
せ
！
山
口
国
体
」

総
合
開
会
式　

10
月
１
日
土

総
合
閉
会
式　

10
月
11
日
火

「
お
い
で
ま
せ
！
山
口
大
会
」

開
会
式　

10
月
22
日
土

閉
会
式　

10
月
24
日
月

問
合
せ
先　

県
国
体
・
障
害
者
ス

ポ
ー
ツ
大
会
局

〔
☎
０
８
３(

９
３
３)

４
８
６
０
〕

問
合
せ
先　

高
齢
福
祉
課

〔
☎
０
８
３
７(

52)

１
１
３
２
〕

《
５
歳
児
発
達
相
談
会
》

日　

時　

10
月
31
日
月13

時
〜
16
時

場　

所　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

対　

象
保
育
園
・
幼
稚
園
（
年
中
児
）

相
談
担
当
者　

小
児
科
医
師
、
臨

床
心
理
士
、
特
別
支
援
教
育

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等

※
詳
し
い
内
容
等
に
つ
い
て
は
、

後
日
保
育
園
・
幼
稚
園
を
通
じ

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

健
康
増
進
課

〔
☎
０
８
３
７(

53)

０
３
０
４
〕

労
働
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
の

ご
利
用
を
！

〜
労
働
問
題
で
お
困
り
の
人
は

あ
り
ま
せ
ん
か
〜

美
祢
市
商
工
会
美
東
支

所
休
館
に
つ
い
て

県
で
は
、
労
働
問
題
に
精
通
し

た
専
門
の
相
談
員
が
、
相
談
に
応

じ
る
労
働
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
を
開
設

し
て
い
ま
す
。

賃
金
、
労
働
時
間
、
残
業
、

雇
用
、セ
ク
ハ
ラ
、パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
、

各
種
の
労
働
相
談
を
電
話
に
よ
り

承
り
ま
す
。

開
設
場
所　

県
労
働
政
策
課
労
働

情
報
セ
ン
タ
ー
内
（
県
庁
８
階
）

相
談
受
付
電
話
番
号

０
８
３(

９
３
３)

３
２
３
２

相
談
員　

社
会
保
険
労
務
士

相
談
料　

無
料

相
談
日　

月
曜
日
〜
土
曜
日
、
９

時
〜
18
時
（
た
だ
し
、
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）

そ
の
他　

こ
の
ほ
か
、
県
で
は
、

「
あ
っ
せ
ん
」
も
行
っ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。（
HPhttp://

w
w
w
.pref.yam

aguchi.lg.
jp/cm

s/a34000/index/

）

問
合
せ
先　

県
労
働
政
策
課

〔
☎
０
８
３(

９
３
３)

３
２
１
０
〕

美
祢
市
商
工
会
美
東
支
所
に
つ

い
て
は
、
施
設
の
老
朽
化
及
び
諸

事
情
に
よ
り
、
９
月
１
日
を
も
っ

て
休
館
す
る
こ
と
と
し
、
併
せ
て

秋
芳
支
所
に
統
合
し
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
連
絡
先
な

ど
次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
し

た
。
皆
さ
ん
に
は
、
大
変
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご

協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

商
工
会
秋
芳
支
所

〔
☎
０
８
３
７(

63)

０
０
７
７

〒
７
５
４

－

０
５
１
１

美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉
５
０
４
５

－

２
〕
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